
吉川市物価高騰対策商品券発行事業

商品券取扱店舗【二次募集】のお知らせ

吉川市では、米など食料品等の物価高騰の影響を受けている、全市民及び市内事業者を支援するため、
商品券発行事業を下記のとおり実施します。今回の商品券は、全て紙券で作成します。ぜひ、多くの事業
者様のご理解、ご協力を賜り、ご参加ください。

共通券４枚（１枚の額面500円）と専用券６枚（１枚の額面500円）の計１０枚綴りで１冊
※共通券…吉川市内に所在する取扱店舗の内、全ての取扱店舗で使用可能
※専用券…吉川市内に所在する取扱店舗の内、

大規模小売店舗（売場面積1,000㎡以上の事業者）及びテナント店以外で使用可能
※１冊あたりの金額 5,000円
※低所得世帯等に該当する方は、２冊（10,000円）

■商品券使用期間

令和８年６月１日（月）～９月３０日（水）

釣銭は出ません。

商品券の取扱いを希望する事業者様は、以下の要件を満たしていることが条件となります。
詳細は「吉川市物価高騰対策商品券事業取扱店舗等募集要項（二次募集） 」をご確認ください。

・吉川市内に店舗を有していること
・風営法第２条第５項に規定する営業、特定の宗教や政治団体と関わる営業、暴力団員が関わる営業等を
していないこと

■商品券の形式

■釣銭について

■取扱店舗の募集要件

■利用制限

次のものについては、商品券の利用ができません。

(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ（電子たばこを含む。）
(3) 商品券、プリペイドカードその他換金性の高いもの
(4) 現金への換金及び金融機関への預け入れ
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供されるサービス等
(6) 士業への支払い
(7) 保険診療又は処方箋を伴う薬剤
(8) 出資や責務（公租公課、公共料金、振込手数料等）の支払い
(9) その他市が適当でないと認めたもの

※3月上旬に吉川市より一次募集のご案内を送付しております。このご案内は二次募集となります。



希望する事業者は、以下①～③のいずれかの方法で申込書をお送りください。
※二次募集は、吉川市物価高騰対策商品券事務局（受託事業者：近畿日本ツーリスト株式会社）よりご案
内しております。
○申込書兼誓約書
同封しました「吉川市物価高騰対策商品券取扱店舗登録申込書兼誓約書」にご記入いただくかもしくは吉
川市ホームページに掲載の同書類をダウンロード頂き必要事項をご記入ください。吉川市役所商工課窓
口でも配布しております。

①webサイト ※web上でのお申込が可能です。申込書兼誓約書のダウンロードは不要です。
サイトリンク：https://camaiｌ.knt.co.jp/form/pub/knt_kbc/yoshikawa

②メール ※申込書兼誓約書をメールにてご送付ください。
メールアドレス：yoshikawa.syohinken@or.kntct.com

③FAX 
FAX番号：048-641-7009

【一次締切】 令和８年３月３１日（火）にて終了しました。

【二次締切】 令和８年８月３１日（月）まで
※二次募集での申込については、市ホームページ・SNSに店舗名等が掲載されます。

紙媒体（商品券に同封される取扱店舗一覧チラシ）への反映はいたしかねますので、あらかじめご了承
ください。

■登録申込方法（二次募集）

■登録申込期限

■換金方法及び換金期間

商品券使用期間に月３回（上旬、中旬、下旬に各１回）を予定しております。
具体的なスケジュールおよび詳細は、事業者用ツール送付時に同封されるマニュアルをご確認ください。
事業者用ツールは、ヤマト運輸の宅急便コンパクトにて送付いたします。
※使用済み商品券の郵送料や振込手数料などは事務局にて負担いたしますので、取扱店舗様の費用負担
は、原則発生いたしません。

吉川市物価高騰対策商品券事務局
TEL:048-641-7024

※４月１日以降、問合せ先が受託事業者（近畿日本ツーリスト株式会社）となります。ご注意ください。

事 業 主 体 ：吉川市（産業振興部 商工課）

事業に関するお問合せ：吉川市物価高騰対策商品券事務局 TEL:048-641-７０２４
受付時間9：00～17:00（土日祝日を除く）

※４月１日以降、問い合わせ先が受託事業者（近畿日本ツーリスト株式会社）になります。ご注意ください。

■４月１日以降の問い合わせ先


